
記者発表資料 平成２０年 ９月１６日
国土交通省東北地方整備局
酒 田 河 川 国 道 事 務 所

～物価の変動に基づく請負代金額の変更～
工事請負契約書第２５条第５項に基づく単品スライド
の適用について

～東北地方整備局第１号の適用 （燃料油）～

国土交通省酒田河川国道事務所において、最近の燃料油の高騰を踏まえ、工事請
負契約書第２５条第５項（物価の変動に基づく請負代金額の変更いわゆる単品スラ
イド条項）に基づく請負代金額の変更請求があった工事について、協議が成立しま
したのでお知らせします。
なお、この単品スライド条項の適用は、東北地方整備局での第１号となりました。

■工事請負契約書第２５条第５項（単品スライド条項）協議工事概要

工事件名 平成１９年度 中山道路改良工事

請負者 山形建設株式会社

工事概要 道路土工（掘削、土砂運搬等）１式

契約日 平成２０年 ３月 ５日

工期末 平成２０年 ９月１２日

■単品スライド協議結果

請求日 平成２０年 ７月３０日

協議開始日 平成２０年 ９月 ６日

スライド契約締結日 平成２０年 ９月１２日

協議対象材料 燃料油類（ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ等で使用する軽油が対象）

記者発表先：酒田記者クラブ、鶴岡記者会

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 酒田河川国道事務所
〒 998-0011 山形県酒田市上安町一丁目２番地の１

TEL ０２３４－２７－３３３１（代表）

副所長（道路担当） 堀 喜代志（内線２０５）

工務第二課長 赤森 充（内線４１１）


